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　　仙台市連合町内会⻑会 役員24名

正副会⻑会 【会⻑１名，副会⻑４名，庶務理事１名，会計理事１名】

役員会 【各区連協から選出された理事22名，監事2名】
⻘葉区6名　宮城野区4名　若林区3名　太⽩区4名　泉区5名
※理事は22名以内（会⻑，副会⻑，庶務理事，会計理事を含む）

　計112連合町内会
　計1,296単位町内会
　計388,811世帯

　計1,384単位町内会
　計404,071世帯

508町内会 214町内会 178町内会 276町内会 208町内会
116,770世帯 73,606世帯 53,657世帯 81,143世帯 79,895世帯

113,847世帯 72,186世帯 52,003世帯 79,409世帯 71,366世帯

⻘葉区 宮城野区 若林区 太⽩区 泉区

(38連合) (13連合) (9連合) (23連合) (29連合)
469町内会 208町内会 169町内会 264町内会 186町内会

仙台市内の町内会組織図（令和4年6⽉1⽇現在の数）

⻘葉区連協 宮城野区連協 若林区連協 太⽩区連協 泉区連協

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪参考≫ 

（１）仙台市連合町内会長会ホームページ 

https://www.sendai-sirentyoukai.com/ 

 

 

 

 

 

（２）仙台市ホームページ【町内会の運営、活動事例など】 

①町内会 

https://www.city.sendai.jp/chiikisesaku-kikaku/kurashi/manabu/chiiki

katsudo/chonaikai/une/index.html 

◇町内会規約作成例（市民局地域政策課作成） 

  規約は，運営や活動の基本となる決まりです。町内会は 

この規約に基づいて運営や活動を行います。作成例が掲載 

されています。 

◇総会等における書面表決例（市民局地域政策課作成） 

   総会等の開催にあたり，会員の出席に代えて書面表決で 

対応する方法について，作成例等が掲載されています。 

◇町内会における個人情報やプライバシーの保護 

  個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）により，町内会を含むすべ
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ての事業が個人情報を適正に管理するとともに，有効に活用することが求めら

れています。個人情報保護法に関する相談窓口等が掲載されています。 

◇町内会の文書の保存・廃棄 

   町内会で作成した文書や，市などからの依頼で回覧・掲示した文書につい

て，保存・廃棄のポイントが掲載されています。 

◇町内会加入促進・加入を呼びかけるためのチラシ（市民局地域政策課作成） 

  地域への転入者等に町内会加入を呼びかけるチラシ例などが掲載されています。 

②町内会活動・運営事例集 

https://www.city.sendai.jp/chiikisesaku-kikaku/ 

kurashi/manabu/chiikikatsudo/jire/chonai.html 

この事例集は，町内会活動の様々な取り組みや町内会の 

合併事例を紹介することで，皆様の町内会活動の参考として 

いただくために作成したものです。 

皆様の活動の一助としてお役立てください。 

 

 

③町内会活性化講座 ※仙台市主催 

◇講座開催の目的 

仙台市では，地域コミュニティの中核を担う町内会の活動のさらなる活性

化に向けて，「町内会活性化講座」を行っています。町内会自らが取り組む加

入促進や，担い手の発掘・育成等について支援し，持続可能な活動を推進す

ることを目的としています。 

   ◇開催内容・実績 

講座の開催内容や実績については，ホームページ 

をご覧ください。 

https://www.city.sendai.jp/chiikisesaku-kikaku/ 

kurashi/manabu/chiikikatsudo/chonaikai/ninaite.htm l 
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７．地区集会所の借り上げに対する補助金交付制度
泉区 まちづくり推進課 地域振興係

℡(代表)372-3111 泉区役所 

住民活動の拠点となる集会施設を有償で借り上げる場合，その要件に応じて経費の 

一部を補助します。 

補助金の交付を希望される場合には，計画の段階からご相談ください。 

交付 

対象 

事業 

地区集会所の借り上げで，次の全てを満たすもの 

(1) 借り上げる施設が仮設的な建物でないこと 

(2) 施設所有者との賃貸借契約期間が２年以上であること 

(3) 町内会等により運営および利用されること 

(4) 会議および集会に必要な設備および広さを備えていること 

(5) 地区集会所として借り上げることについて，町内会等の総会などで 

同意があること 

(6) 第三者に対し地区集会所の使用権を譲渡していないこと 

(7) 土地の借り上げのみの契約となっていないこと 

交付 

対象者 
町内会，連合町内会およびその他市長が認める者（団体） 

交付 

対象 

経費 

交付対象期間において地区集会所の借り上げに要した経費。 

ただし，次の経費は交付対象になりません。 

(1) 敷金，権利金，謝金その他地区集会所の借り上げ当初に要する経費 

(2) 共益費等管理に要する経費 

(3) 土地の借地料 

(4) 備品購入費 

※補助金交付対象期間前に支払った家賃等については，対象になりません。

交付額 

(1) 交付対象経費の 2 分の 1 の額(1,000 円未満の端数は切り捨て）で，年額 30 万円まで

(2) マンション等の集合住宅で入居者の共有となっている集会施設を借り上

げる場合は，次の計算式で算出した額(1,000 円未満の端数は切り捨て)

で，年額 30 万円まで 

交付対象期間の家賃額×(1－集合住宅の総世帯数／町内会等の総世帯数)×1/2

(3) 月の途中で補助を受ける資格が無くなった場合は，その前月の末日まで

とします。 

 

８．道路愛称命名事業制度 
泉区 道路課 道路管理係  

℡(代表)372-3111 泉区役所  

概  要 

市民生活の利便性や市民の皆様の身近な道路への愛着心の向上を図ること

を目的に，公募や地域団体等からの要望等により，道路に愛称を命名する

制度です。 

決定まで

の流れ 

1.地域団体等から，道路愛称命名の要望または相談を道路課において受け付けます。

2.要望または相談を経て，地域団体等から要望書を提出していただきます。

3.区役所で要望内容について，選考を行います。 

道路愛称

路線(泉区）

一覧 

・泉中央通り （平成 9 年 6 月決定）

・すいせん通り（平成 9 年 6 月決定）

・学校通り （平成 17 年 3 月決定）

・泉ヶ岳通り（平成 9 年 6 月決定） 

・泉中央広場（平成 9 年 6 月決定） 

・愛の鐘通り（平成 17 年 3 月決定）
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16．公設・公管理浄化槽事業 
建設局 下水道調整課 施設係 

℡214-8233(市役所本庁舎) 

生活排水を浄化槽で処理する区域において，一定の条件を満たす場合に，市が浄化

槽を設置し，維持管理を行います。また，同区域内の既に設置されている浄化槽に 

ついても，一定の条件を満たす場合に市が引取り，維持管理を行います。 

設置 

条件 

(1) 対象となる建築物が，次のいずれかに該当するものであること 

・戸建住宅，共同住宅 

・延べ床面積の２分の１以上が住宅である兼用住宅 

・集会所 

(2) 浄化槽の処理対象人員が 100 人以下であること 

(3) 浄化槽の設置に係る土地を市が無償で使用できること 

(4) 申請者と土地所有者が異なる場合，関係者の同意が得られていること 

(5) 浄化槽を設置したとき，遅滞なく排水設備を設置すること 

(6) 放流先が確保されていること 

(7) 周囲に浄化槽の設置及び維持管理に支障を及ぼす構造物等がないこと 

引取り 

条件 

(1) 上記の設置条件を満たすこと 

(2) 申請の日以前 1 年間の保守点検及び清掃が適正に行われていること 

(3) 申請の日以前 1 年間の法定検査の結果が不適正でないこと 

(4) 補修工事等の必要がないこと 

手続き 申請を希望する場合は，下水道調整課にご相談ください。 

市で審査等を行い，可否を決定します。 
  

17．環境衛生改善機器等整備補助制度 
泉区 衛生課 生活衛生係 

℡(代)372-3111 泉区役所 

町内会で行う良好な環境づくりに係る事業に対し，費用の一部を助成します。 

補助 

対象 

(1)地域に繁茂する雑草除去用の動力草刈機購入費補助 

(2)蚊・ハエ発生防止のための動力薬剤散布機購入費補助 

(3)下水道処理区域外の私道に準公共的な排水設備を整備する際の経費補助 

補助額 

事

業 

経費に対する 

補助率 

補助 

上限額 

1 団体に対する年度あたり 

補助総額の上限額 

(1) 2 分の 1 以内 1 件ごと 5 万円 10 万円 

(2) 2 分の 1 以内 1 件ごと 10 万円 25 万円 

(3) 2 分の 1 以内 1 件ごと 50 万円 － 

手続き 

(1)の申請受付は 5 月 1 日から 10 月 31 日までです。 

ただし，予算の上限に達した時点で募集を終了しますので， 

衛生課にお問い合わせください。  

※宅地用空き地の不適切な管理により雑草が繁茂し，周辺住民の清潔な 

生活環境が損なわれている場合は，条例により土地所有者に対して 

除草指導を行いますので，ご相談ください。 
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19．環境美化活動支援        ℡(代表)372-3111 泉区役所  

町内会などで行う環境美化活動に使用する機材を貸出しします。  

申込みは随時受付けしています。 

貸与機材 備   考 問い合わせ先 

動力草刈機 

自 走 式 

肩掛式ほか 

自走式は区等で現場まで搬送しますが，そ

れ 以 外 は 区 役 所 の 指 定 す る 場 所 ま で 取 り

に来ていただきます（区内の道路，公園，

その他公共的な用地の除草）。なお，燃料

は使用者の負担になります。 

泉区 公園課 総務係 

落書き消去用具 用具の貸出しと併せて技術指導も行います。  泉区 街並み形成課 街並み係

  
 

 
 

20．公園愛護活動制度 泉区 公園課 総務係 ℡(代表)372-3111 泉区役所 

  市民が快適に公園を利用できるよう，市と地域住民が協力して適正な公園管理を

行い，公園愛護精神の普及に努める公園愛護協力会に対し，報償金を支給します。 

支給対象 公園愛護協力会（地域住民により結成され，公園の除草や清掃等の公園愛護

活動を行っている 5 人以上の団体） 

支 給 額 (1)均等割と (2)面積割の合計額 

(1) 均等割（年額） 13,600 円／1 協力会 

 (2) 面積割（年額） 

1,000 ㎡以下は一律  7,200 円 

1,000 ㎡を超え 8,000 ㎡未満は７.２円／1 ㎡ 

8,000 ㎡以上は一律 57,600 円 

（ただし，池や沼，有料公園施設等で公園愛護協力会が除草や清掃等

を行わない部分を除く） 

※年度途中に設立した場合は，期間に応じて調整があります。 

設 立 届 泉区 公園課 総務係へ設立届を提出してください。 

実 績 報 告 毎年度，実績報告書等を指定する日まで提出してください。 
 
 

21．まちづくり支援専門家派遣制度 
都市整備局 都市計画課 地域計画係 

℡214-8295（二日町第五仮庁舎）  
  地域の特性や資源を活かした，個性あるまちづくりを推進するためにまちづくり 

 を行っている団体にまちづくり専門家を派遣することにより，専門的な助言やまち 

づくりに関する情報提供等を行っていく制度です。 

まちづくり活動の性格や熟度に応じて，「まちづくりアドバイザー」または 

「まちづくりコンサルタント」を派遣します。 

  派遣は市の予算内で行います。詳しくは担当課にお問い合わせください。 

＜派遣対象となるまちづくり活動＞ 

次の活動で，当該地域の住民が主体となって行うものが派遣対象となります。 

●地域の整備および保全に関する学習を行う活動 

●地域の活性化を図る活動またはまちづくり計画案を作成する活動 
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22．地域安全安心まちづくり事業 市民局 市民生活課℡214-6148（二日町第四仮庁舎） 

  安全安心なまちづくりを目指して，地域の皆さんが自主的に取り組む防犯活動に 

対して活動費の一部を助成します。 

対 象 町内会の区域から小学校の学区程度の地域で自主的に結成された団体 

対 象 経 費 

次のような防犯活動に要する経費 

(1) 地域の犯罪の未然防止に寄与する活動 

(2) 地域住民の防犯意識の高揚に資する活動 

(3) 地域の環境浄化を図る活動 

(4) その他，上記以外の活動で安全安心なまちづくりに関する自主的な防

犯活動と認められる活動 

※対象とならない活動 

● 仙台市のほかの助成制度の補助を受けているもの 

● 特定の政治活動や宗教活動または営利を目的としたもの 

● 他からの依頼に基づき行う活動 

助 成 額 
新規申請団体は上限 15 万円，申請が 2 回目以降の団体は上限 5 万円 

同一団体への助成は 5 回まで 

申込方法 

所定の申込用紙に必要事項を記入の上，次の窓口に持参するか，郵送にて 

お申し込みください。 

募集時期：令和５年度は 5 月８日～10 月 31 日に募集します。 

詳細は仙台市ホームページに掲載いたします。 

受付窓口：市民局市民生活課（二日町第四仮庁舎） 

郵送先：〒980-8671 仙台市市民生活課（住所記入不要です） 

＜申込用紙配付場所＞ 

市役所本庁舎 1 階市民のへや・二日町第四仮庁舎市民生活課 

区役所区民生活課・宮城総合支所まちづくり推進課・秋保総合支所総務課 

選 考 
提出された書類や，活動内容の説明をもとに総合的に評価し，決定します。

選考された団体には書面でお知らせします。 

23．防犯カメラ設置等補助事業 市民局 市民生活課℡214-6148（二日町第四仮庁舎）

 地域における防犯活動を補完し，犯罪発生を抑制する環境整備を進めるため，防犯

活動を行う地域団体に対し，防犯カメラの設置等に要する経費の一部を助成します。

対 象 防犯団体，町内会等の地域団体（商店街振興組合等の商店街団体を除く） 

対 象 経 費 

(1) 防犯カメラを構成する機器・表示板等の購入及び設置工事に係る経費 

(2) 当事業により設置した防犯カメラを構成する機器及び更新工事に係る

経費 

(3) 当事業により設置した防犯カメラを構成する機器の修繕に係る経費 

助 成 額 

新規設置：4 分の 3（1 台につき上限 30 万円） 

更新：2 分の 1（1 台につき上限 15 万円） 

修繕：2 分の 1（１台につき上限 5 万円） 

※申請期間等の詳細については，仙台市ホームページにてお知らせします。 
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２．相  談 

 仙台市では，市民の皆さまの困りごとなどの各種の相談に応じています。 

 市 政 相 談 

 市政に対するご意見，ご要望，苦情などのご相談を伺います。（面談，電話） 

 ＜相 談 日＞ 閉庁日を除く毎日 

 ＜会場・時間＞ ◎各区役所「市民相談室」  ９：１５～１６：００ 

         ◎各区 区民生活課    

         ◎市民局 広聴課  

   ●市長への手紙ファクス  Fax  213-8181 

 特 別 相 談 

 生活上の問題について，専門的な知識を有する者がご相談を伺います。 

 ＜会場＞ 泉区役所 2 階「市民相談室」 ℡（代表）372-3111 泉区役所 

   ●法律相談日が閉庁日に当たる場合は，原則第４金曜日に振り替えます。  

   ●※印の相談日が閉庁日に当たる場合は，原則翌週の同じ曜日に振り替えます。 

   ●相談時間は，１２：００～１３：００を除きます。 

相 談 種 別 相 談 内 容 （相談員） 相 談 日 時 

法 律 

（予約優先） 

賃貸借・不動産・相続・離婚， 

その他法律全般（係争中・事業・法人関係

を除く）          （弁護士） 

第 1・2・3 金曜日

10： 00～ 15： 00 

 

※ 

税 務 

（予約優先） 

所 得 税 ・ 贈 与 税 ・ 相 続 税 ， そ の 他 税 全 般

（税理士） 

第 3 月曜日 

13： 00～ 16： 00 

＊12 月 ～3 月 は ，
第 1 月 曜 日 も開 設  

※ 

遺言・ 

くらし手続 

（予約優先） 

遺言・相続（登記を除く）に関する書類作

成，許認可申請手続きなど（行政書士） 

第 1 火曜日 

10： 00～ 12： 00 

※ 

登記・相続 

（予約優先） 

不動産の登記・相続・遺言・成年後見制度，

土地の境界など 

 （司法書士，土地家屋調査士）

第 1 火曜日 

13： 00～ 16： 00 

宅地・建物 

（予約優先） 

宅地建物の売買・賃貸の契約や取引に関す

る問題など      （宅地建物取引士）

第 3 月曜日 

10： 00～ 12： 00 

人 権 
いじめ・虐待・ＤＶ・近隣関係， 

その他人権など     （人権擁護委員）

第 1・3 水曜日 

10： 00～ 15： 00 

行 政 
国や県・市の仕事に関する意見・要望・ 

苦情など        （行政相談委員）

第 2・4 水曜日 

10： 00～ 15： 00 

交 通 事 故 

（ 相 談 は 事 前 予 約 ）  

℡214-6150 

損害賠償・保険の請求・示談の仕方・ 

その他          （専門相談員）

第 2・4 火曜日 

10： 00～ 15： 00 

８：３０～１７：００  
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  その他の主な相談窓口 

  相談日時や予約方法など詳しくは，各相談窓口にお問い合わせください。 

相 談 窓 口 相 談 内 容 電 話 番 号 受 付 日 時 

仙台市消費生活センター 

消費生活相談 

（悪質商法・契約・クレ

ジット・多重債務など）

℡268-7867

または 188 

（イヤヤ） 

月 ～ 金 9： 00～ 16： 30 

土   9： 00～ 16： 00 

※ 日 曜 ・ 祝 日 ・ 休 館 日  

年 末 年 始 を 除 く  

エル・ソーラ仙台 

女 性 相 談 （ 夫 婦 や 男 女 の

問 題 ，  家 族 ， 子 育 て ，

生き方，ここ ろの問題 ） 

℡224-8702

月・水～土 9：00～15：30 

※ 祝 日・休 館 日・年 末 年 始 を 除

く  

性別による差別など ℡268-8043

月～土 9：00～17：00 

※ 祝 日・休 館 日・年 末 年 始 を 除

く  

仙台市「女性への暴力相

談電話」 

女性への暴力 

（DV・性暴力など） 
℡268-5145

月・水～金 9：00～17：00 

火 9：00～19：00 

※ 土 曜・日 曜・祝 日・年 末 年 始

を 除 く  

仙台市「男性のための電

話相談」 

男性の悩みに関する相談

(生 き 方 ， 働 き 方 ， 人間 関 係

な ど) 

℡302-6158

第 2・第 4 金曜日 
※ 祝 日 を 除 く  
18： 00～ 21： 00 

仙台市児童相談所 

18 歳未満の子どもに関

する相談 

（ 暴 力 （ 虐 待 ）・ 育 児 放 棄 ・

育 児 不 安・非 行・不 登 校 な ど ）

℡718-2580

または 189 

(イチハヤク)  

月～金 8： 30～ 17： 00 
※ 土 曜・日 曜・祝 日・年 末 年 始

を 除 く (左 記 ダ イ ヤ ル は 緊 急

の 場 合，夜 間・休 日 も 受 付)

子ども若者相談支援センター 

子ども若者電話相談 

（ 子 ど も ・ 若 者 自 身 や そ

の 保 護 者 の 悩 み ， ヤ ン グ

ケアラーの相 談など） 

℡0120  

 -783-017

365 日 24 時 間 対 応  

※ 子 ど も 若者 メ ー ル 相 談  

イ ン タ ー ネッ ト で 検 索  

仙 台 市  メー ル 相 談  

仙台市いじめなど相談支援室 

S-KET（エスケット） 

いじめなどについての相

談 

℡0120  

 -303-836

月・水・木・土 10：00～17：00

火・金 12： 00～ 19： 00

※ 祝 日 ・ 年 末 年 始 を 除 く  

※メール相談  
s-ket@city.sendai.jp 

仙台市シルバーセンター 

総合相談センター 

○一般相談 

（高齢の方に関する相談）

○専門相談（要予約）

(法 律 ・ 年 金 ・ 税 務 )

℡215-4135

10： 30～ 12： 00 

13： 00～ 16： 30 

※祝日・年末年始・休館日を除く 

※ 専 門 相 談 の 実 施 日 は お 問 い

合 わ せ く だ さ い  

仙台市社会福祉協議会 

（泉区事務所） 
〇生活資金などの相談 ℡372-1581 月～金 8： 30～ 17： 00 

行政困りごと相談所 

（東北管区行政評価局） 

 

※藤崎一番町館 6 階に開設  

行政一般，県政・市政・

警察安全，法律，税務，

登記，年金保険・労働，

マンションの管理相談など

※ 予 約 優 先の も の も あ り ま

す 

℡263-6201

行政一般は毎日 
※藤崎の店休日・年末年始を除く

10： 00～ 18： 00 

※ そ の 他 は 日 時 が 決 ま っ て い

ま す の で ， 詳 し く は お 問 い 合

わ せ く だ さ い 。  
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３．地域懇談会 

  地域懇談会は，地域住民の皆さんと区および市の関係部局がひざを交えた対話集

会として，連合町内会の代表者が泉区へ要請を行い開催されます。 

地域の意見や要望を市政に反映していくために，市の取り組みや市政を取り巻く

状況について市（区）から説明し，地域住民と行政との相互理解を図ることを目的

としています。 

 

４．環境施設を見る会 

目的・内容 

毎日出るごみ！どのように処理されているのか知っていますか？ 

バスに乗って，ごみ焼却工場やリサイクル施設などを見学し，ごみの

減量やリサイクルについて理解を深めていただきます。 

運 行 時 間 
10：00～15：00 

（月・土・日・祝日及び年末年始を除く） 

対 象 町内会，子ども会，社会学級などの団体 

見 学 施 設 ごみ焼却工場，資源化センター，リサイクルプラザなど 

備 考 

15～４0 名までご利用いただけます。また，施設見学と併せて，ごみ

の分け方・出し方講座もお申し込みいただけます。詳しくは，下記の

担当課へのお問い合わせ，又は，仙台市ごみ減量リサイクル情報総合

サイト「ワケルネット」の，“バスに乗って施設見学”をご覧ください。

 

 

 

５．空き家などに関するご相談 

(1) 適切に管理されていない空き家を見かけた場合 

適切に管理されていない空き家の所有者などに対して助言や指導などを実施していま

す。管理不全な空き家を見かけた場合は，下記担当までご相談ください。 

 適切に管理されていない 

空き家に関するご相談  
泉区 区民生活課 生活安全係 

℡(代表)372-3111 泉区役所 

関係法令や制度全般に関する問い合わせ  
市民局 市民生活課 

℡214-6148 二日町第四仮庁舎 
 

(2) 住まいの活用相談  
将来誰も住まなくなる，または、すでに使われていない市内の住宅の活用について，

市職員がお話しを伺い，内容に応じて不動産・法務・建築の専門団体の無料相談窓口

をご紹介します。 

また，所有者本人からの相談で，売買もしくは賃貸で活用したいという意向が固まっ

ていて不動産事業者への相談を希望する場合には，不動産団体が推薦する事業者を紹

介することも可能です。※すでに売却中の住宅や賃貸住宅は，除きます。 

 都市整備局 住宅政策課 ℡214-8330 二日町第五仮庁舎

 

泉区 区民生活課 広聴相談係 ℡(代表)372-3111 泉区役所 

環境局 家庭ごみ減量課 減量推進係

℡214-8229 二日町第二仮庁舎 
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Ｑ11 災害時に，自力で避難できないと思われる方がいます。普段から近所づきあ

いがなく立ち入りにくいのですが，災害時など，いざというときに地域で助け

合う体制をつくるにはどうしたらよいですか。 
 

Ａ11 民生委員などの協力を得ながら，支援が必要な人（要援護者）を訪問するな

どして，必要な支援や避難方法等を確認し，近くに住む人で支援してくれる人

を決めておく，といった取り組みが考えられます。 

市では，こうした取り組みを推進していただくため，高齢者や障害者など，

災害時に地域の支援を希望する方のリストを作成し，町内会などの地域団体等

に情報提供しています（災害時要援護者情報登録制度）。 

このリストも活用しながら，日ごろから声かけや見守り活動などを通じて，

顔の見える関係をつくっておくことが大切です。 

また，地域で災害時要援護者の支援体制づくりについて勉強会などを行う際

に支援アドバイザーを派遣できます。詳しくは下記までお問い合わせください。 

○ 健康福祉局 社会課 ℡ 214-8158 市役所本庁舎 

 

【参考】災害時要援護者リストへの登録方法と配布について 

災害時に安否確認や避難支援といった地域の支援を必要とする方々に「災害時要

援護者」として事前に登録いただき、その情報を町内会等の地域団体へ提供するこ

とで、平時からの顔の見える関係づくりにご活用いただいています。 

（1）登録対象者  

次の①から④に該当する在宅の方のうち、災害が発生したとき、「自分の力だけで

は避難できない」「目や耳が不自由なために災害情報が入手できない」などの理由で、

地域の支援を希望する方。※地域団体等に情報提供することについて、同意してい

ただくことが必要です。 

①障害者手帳をお持ちの方 

②要介護・要支援認定を受けている方 

③65 歳以上の高齢者で、一人暮らしの方や高齢者のみの世帯の方 

④上記①～③に準ずる方や病気等により地域による支援が必要な方 

（難病や自立支援医療の給付を受けている方も含む） 

（２）登録申請（障害高齢課） 

  登録者本人または代理人の申請を登録者本人居住地の区役所の窓口で受付します。 

（３）名簿配布（区民生活課） 

  約３カ月ごとに新規登録された方や登録内容に変更のあった方の情報を反映した、

「災害時要援護者リスト」を配布いたします。そのうち年に１回は、各町内会に登

録している方全員を掲載した全件リストを配布いたします。※対象の方がいない場合

は、配布しておりません。 

 泉区障害高齢課／区民生活課 ℡（代表）372-3111 泉区役所  
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1．泉区のあらまし 

市の北部に位置する泉区は，人口およそ 21 万人，東西 21.4 ㎞，南北 17.4 ㎞，面積

１４５㎢でほぼ長方形をしており，七北田川が区域の中央部を東に流れています。 

旧泉市が昭和 63 年 3 月に仙台市と合併し，その後，平成元年 4 月に仙台市が政令指定都

市に移行した際，旧泉市域がそのまま泉区となっています。 

江戸時代，七北田地区は奥州街道の宿場町として栄え，また，戦前までは米作中心の純農

業地帯でした。昭和 30 年代後半から丘陵地帯を中心に宅地開発が急速に進み，全国でも有

数の人口急増都市として発展しました。 

現在，泉中央及び周辺地域は都市圏北部の生活拠点機能の集積が進み，広域拠点としての

賑わいをみせているほか，泉中央地区から西側に広がる地域では米作中心の農業が営まれる

一方，北部地域では先端産業をはじめ，研究開発機能や新産業創造支援機能の集積が進み，

本市産業の新しい展開を先導するハイテクのまちとしても変貌を続けています。 

2．泉区の沿革 

・明治 22 年 4 月 市町村制施行により泉嶽村（人口 4,793 人），七北田村（人口 4,741 人）誕生 

・明治 30 年 9 月 泉嶽村を根白石村と改称 

・昭和 30 年 4 月 七北田村と根白石村が合併し，泉村誕生 （人口  14,041 人） 

・昭和 32 年 8 月 町制施行により泉町となる （人口  14,220 人） 

・昭和 46 年 11 月  市制施行により泉市となる （人口  37,861 人） 

・昭和 63 月 3 月 仙台市に編入合併 （人口 137,413 人） 

・平成元年 4 月 政令指定都市移行により泉区誕生 （人口 147,348 人） 

仙台市ホームページ 
「泉区のあゆみ」より転載 

１４５㎞2
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3．人口・世帯数の推移 

 

 
 

 

(1)人口の推移（各年 4 月 1 日現在推計人口）                （単位：人） 

  平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

青 葉 区 308,674 308,740 309,504 309,720 310,096 310,719 310,682 312,486 

宮城野区 194,790 195,085 195,279 195,572 195,893 196,300 195,568 194,611 

若 林 区 134,236 135,564 136,420 137,493 138,311 141,231 141,260 141,765 

太 白 区 226,334 226,161 228,166 229,249 231,078 234,759 235,634 236,507 

泉   区 215,816 214,713 213,779 213,201 212,345 211,418 210,399 209,151 

(前年比％） 100.0 99.4 99.5 99.7 99.5 99.5 99.5 99.4 

(高齢化率％) 23.32 24.27 25.17 26.01 26.73 27.37 27.96 28.48 

仙台市計 1,079,850 1,080,263 1,083,148 1,085,235 1,087,723 1,094,427 1,093,543 1,094,520

(前年比％） 100.8 100.0 100.2 100.1 100.2 100.6 99.9 100.0 

(高齢化率％) 22.17 22.21 23.28 23.72 24.08 24.44 24.75 24.92 

※高齢化率は住民基本台帳人口により算出 

 

 

(2)世帯数の推移（各年 4 月 1 日現在） 

 

 

 

（単位：世帯）

  平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

青 葉 区 157,777 158,529 159,866 160,903 162,593 163,397 164,397 167,402 

宮城野区 90,532 91,438 92,424 93,636 94,922 96,174 96,900 97,648 

若 林 区 62,551 63,583 64,480 65,703 66,896 68,902 69,532 70,627 

太 白 区 98,680 99,387 101,138 102,611 104,631 105,770 107,445 109,316 

泉   区 90,016 90,695 91,474 92,364 93,109 93,385 94,371 95,165 

(前年比％） 99.4 100.7 100.8 100.9 100.8 100.2 101.0 100.8 

仙台市計 499,556 503,632 509,382 515,217 522,151 527,628 532,645 540,158 

(前年比％） 101.5 100.8 101.1 101.1 101.3 101.0 100.9 101.4 
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 泉中央地区活性化推進室 泉中央地区活性化に係る企画,調整及び推進（他課の所管に属するものを除く。） 

泉区役所庁舎の整備（他課の所管に属するものを除く。） 

総 務 課 

区政推進係 区役所の事務事業の総合調整，他の行政機関との連絡調整，文書の管理，庁舎管理，  

区役所内事務及び部内事務の連絡調整，区役所の予算・決算，区の広報， 

工事その他の請負契約及び物品の売買契約など 

             ★選挙時：区選挙管理委員会事務局の庶務など 

統計選挙係  委託統計調査の実施，統計資料管理及び統計サービス，統計調査員確保対策， 

★選挙時：区選挙管理委員会事務局の総括など 

戸籍住民課 

    住民記録係 住民異動届及びこれに伴う国民健康保険・国民年金・介護保険の受付，戸籍証明・  

住民票の写し・印鑑登録証明書・個人番号カードなどの交付，印鑑登録の受付など  

    戸籍係  戸籍届，特別永住者証明書の更新等，埋火葬許可，戸籍証明，人口動態調査など 

    証明発行ｾﾝﾀｰ 証明書の交付（戸籍証明，住民票の写し，印鑑登録証明書，個人市・県民税（非）

課税証明書など） 

税務会計課 税務会計係  市税証明書の発行，市税の収納，納税相談，市・県民税申告相談（簡易的なもの），  

固定資産課税台帳の閲覧，原動機付自転車の登録・廃車，自動車の臨時運行許可， 

罹災証明の申請受付及び届出証明の発行など 

まちづくり推進課 

     地域振興係 地域施設管理，地区集会所建設等補助，住居表示，自治組織及び自治活動の振興など  

             ★選挙時：投開票事務従事者の選任など 

     地域活動係 区民協働まちづくり事業，区民憲章，地域づくり活動，まちづくり活動助成，

区民まつり，観光施設の管理，地域文化・スポーツ振興，市民活動補償制度など 

             ★選挙時：公営施設における個人演説会など 

（地域力推進担当）    地域課題の解決に資する事業の企画・調整及び推進， 

  地域の関係団体・機関との連絡調整，地域情報の収集・整理など 

  ★選挙時：投票立会人の選任など 

区民生活課 

     生活安全係 災害対策，総合防災訓練,地域防犯活動の推進，交通安全対策，空き家対策， 

交通指導隊，市民持込み食品等放射性物質測定など 

★選挙時：選挙啓発など 

     広聴相談係   市政への要望・陳情処理，市民相談，地域懇談会，動く区長室，有害鳥獣など 

★選挙時：選挙公報，ポスター掲示場の設置及び管理など 

泉区中央市民センター 企画調整係 学習情報提供・相談，地域社会教育推進，区内市民センター支援・管理など 

 

管 理 課 

     総務係 地域福祉の推進，災害見舞金，民生委員児童委員，社会福祉統計，献血推進， 

戦傷病者，戦没者遺族の援護など 

     企画係 地域保健活動総括，保健統計，結核やｴｲｽﾞ等の感染症対策，健康危機管理など 

区 

民 

部 

ま 

ち 
づ 
く 

り 

推 

進 

部 

保
健
福
祉
セ
ン
タ
� 

４．泉区の組織及び事務分担  
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◇ 様式等 ◇ 

 
 

43 頁 単位町内会⻑届出 （様式） 

 

45 頁 広報紙等配送先・部数変更連絡書（様式） 

 

46 頁 定日収集生活ごみ処理申出書（様式） 

 

48 頁 文化祭・バザー・地域祭事等開催届（様式） 
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届出日　令和　　　年　　　月　　　日

男

女

任期

住所

自
宅

携
帯

E-mail

Ｎｏ．

単位町内会長届出

　仙台市泉区

―

－

令和　　　年　　　月　　　日　～　令和　　　年　　　月　　　日まで

まち課処理欄　※記載不要

裏面「単位町内会長届出」の個人情報の取扱についてに同意し、上記のとおり届け出ます。

　ただし、裏面以外の取扱のうち、下記A～Cのいずれかに該当する場合、

　個人情報提供の許可に関する確認は　□不要　・　□必要 です。
　「必要」の場合は、その都度お電話等にて確認いたしますのでご了承ください。

 　A 地域で建築・開発・電気・ガス・水道・下水道等の工事がある場合に，事前説明や立会い，
　　　近隣対応のため，町内会の連絡を希望する事業者へ提供する場合

 　B 町内会への加入等のため，町内会への連絡を希望する方へ提供する場合

 　C 集会所等，町内会が維持管理していると思われる場所又は物を利用するため，町内会へ
　　　の連絡を希望する方へ提供する場合

　※　A～Cの場合に提供を行うのは、会長氏名と自宅電話番号のみ（自宅電話番号が未記載
の際は、携帯電話番号）といたします。

名
簿

宛
名

町内会名

会長
氏名 新　任

再　任

該当する方に
○をお願いします。

電話
Ｆ
Ａ
Ｘ　－        　－

　□　前年度から届出内容に変更ありません。

　□　前年度から届出内容に変更があります。
　　　※ 変更があった場合は下記全ての項目をご記載願います。

（ふりがな）

「レ」点を
お願いします。

（次ページに裏面を記載）
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